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第１章 はじめに 

 

１ 経営強化プラン策定の背景 

総務省は、平成１９年１２月に「公立病院改革ガイドライン」を策定、平成２７年３

月には「新公立病院改革ガイドライン」を策定し、これらのガイドラインに沿った病院

事業経営の改革を要請してきました。しかし、急速な人口減少や少子高齢化の影響を大

きく受け、さらには新医師臨床研修制度による医師の偏在化・医師不足等により、特に

過疎地域にある公立病院を取り巻く環境は依然として厳しい状況に直面しています。 

 このような中、持続可能な地域医療提供体制を確保するため、総務省は令和４年３月

に「持続可能な地域医療提供体制を確保するための公立病院経営強化ガイドライン」を

新たに策定しました。このガイドラインでは、限られた医師・看護師等の医療資源を地

域全体で最大限効率的に活用するという視点を最も重視しており、これまでの「再編・

ネットワーク化」に代えて病院間の役割分担と医師派遣等による連携強化に主眼を置い

た「機能分化・連携強化」を推進することとしており、さらに、新たな課題への対応と

して「医師・看護師等の確保と働き方改革」、「新興感染症の感染拡大時等に備えた平時

からの取組」を盛り込んでいます。 

 このような医療需要や社会情勢に対応し、持続可能な地域医療提供体制を確保するた

めには、市立八幡浜総合病院（以下「当院」という。）が地域において果たすべき役割

と機能を改めて見直し、明確化、最適化することが重要となります。 

新しいガイドラインにおいては、①役割・機能の最適化と連携の強化、②医師・看護

師等の確保と働き方改革、③経営形態の見直し、④新興感染症の感染拡大時等に備えた

平時からの取組、⑤施設・設備の最適化、⑥経営の効率化等を記載した「公立病院経営

強化プラン」の策定が求められていることから、本ガイドラインの趣旨に則り、経営改

革を通じ、地域住民の皆様方に必要な医療提供体制を確保するとともに、住民の皆様方

から愛され信頼される病院を目指し、「市立八幡浜総合病院経営強化プラン」を策定す

るものです。 

 

 

２ 計画の対象期間 

 本計画の期間は、令和６（２０２４）年度から令和９（２０２７）年度までの４年間

とします。 
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第２章 市立八幡浜総合病院の概要 

 

１ 沿革 

年 月 日 記     事 病床数 

昭和 3 年 11 月 
現在地に町立八幡浜総合病院開設（八幡浜市大字大平 1 番耕地 638 番地） 

（診療科目）内科・外科・眼科・産婦人科 （建物）3 棟延 3,976.8 ㎡ 

57 床 昭和 10 年 2 月 市制実施により市立八幡浜病院と改称 

昭和 21 年 8 月 耳鼻咽喉科新設 

昭和 25 年 6 月 小児科新設 

昭和26年 10月 一般病床 14 床・結核病床 59 増床 130 床 

昭和26年 10月 東病棟（結核）増築（20 床） 150 床 

昭和 28 年 8 月 北病棟（結核）増築（50 床） 

200 床 昭和28年 10月 歯科新設 

昭和 29 年 4 月 皮膚泌尿器科新設 

昭和 31 年 6 月 
北二病棟（結核）増床（60 床） 

（一般、結核病室を一部変更 一般 130 床・結核 130 床） 

260 床 
昭和 35 年 4 月 本館落成 （延面積）2,943.5 ㎡鉄筋コンクリート 2 階建 2 棟 

昭和 35 年 7 月 市立八幡浜総合病院と名称変更 理学診療科新設 

昭和 35 年 8 月 一般病床 22 床増築 

282 床 

昭和35年 10月 整形外科新設 

昭和 39 年 6 月 一般病床 67 床増床 結核病床 20 床減少 

329 床 

昭和 39 年 6 月 
病棟落成（第 2 病棟）鉄筋コンクリート 5 階 延 3,188.54 ㎡病床数 180 床 

旧病棟一部取り壊し転用により一般病床 219 床・結核病床 110 床 

昭和 39 年 9 月 一般病床 31 床増設 

360 床 

昭和 40 年 医師住宅Ｃ棟建設４棟 

昭和 41 年 2 月 呼吸器科新設 

昭和 42 年 7 月 理学診療科を廃止し、放射線科と改める 

昭和 48 年 4 月 理学療法科新設 

昭和 53 年 2 月 本館増築鉄骨 3 階建延 227.25 ㎡ 
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昭和53年 10月 
第 1 病棟落成 鉄筋コンクリート地上 7 階建地下 1 階延 8,194.68 ㎡ 

病床数（一般）255 床（ICU ほか）6 床 

昭和53年 12月 
循環器科、脳神経外科新設 

皮膚科泌尿器科を皮膚科、ひ尿器科に改める 

昭和 54 年 3 月 
第 2 病棟改造完了 （一般）44 床・（結核）80 床 

一般病床 49 床・ICU ほか 6 床増床・結核病床 30 床減床 

385 床 

昭和 57 年 3 月 

CT 棟及び看護婦宿舎増築 

CT 棟（診療部分）547.21 ㎡ 地下１階地上１階（CT 設備・X 線 TV） 

看護婦宿舎分 352.03 ㎡ 

昭和 59 年 4 月 
第 2 病棟改造（2 階） 

一般病床 40 床増床（一般病床 345 床） 

425 床 

平成元年 3 月 
付属駐車場落成 鉄筋造地下 1 階地上 1 階屋上（庭園外）延 5,240 ㎡ 

収容台数 204 台（地下 1 階 103 台 地上 1 階 101 台） 

平成 3 年 6 月 医師住宅新設落成 鉄筋造地下 1 階地上 4 階 16 戸 

平成 4 年 6 月 医師住宅新設落成 鉄筋造地上 5 階 10 戸 

平成 4 年 医師住宅Ｃ棟建設４棟改築 

平成 4 年 10 月 消化器科新設 

平成 7 年 10 月 結核病床 40 床減床 

385 床 平成 10 年 3 月 
中央診療棟落成 地上３階 延べ 639 ㎡（１階血管造影室） 

（旧女子寮改修 管理棟として利用） 

平成 10 年 8 月 歯科廃止 

平成 11 年 4 月 感染症床２床 増床 

387 床 

平成 11 年 5 月 
外来診療棟（本館）改修完了、人工透析室の新設、急患センター移転等 

歯科口腔外科新設 

平成 11年 12月 結核病床 40 床減床 

347 床 

平成 12 年 2 月 
第２病棟改造（４階）感染症病舎 

一般病床 30 床 療養型病床群へ移行 

平成 12 年 3 月 感染症病床を旧隔離病棟から２－４病棟一部を改装して移動（２床） 

平成 13年 11月 麻酔科新設 

平成 15 年 7 月 第１病棟増築 9.24 ㎡ 予備室（感染症診察室として使用） 

平成 16 年 1 月 女性専用外来開始 第 2、4 木曜日（外来産婦人科内） 
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平成 16 年 2 月 2-1 病棟 障害者病棟群へ移行（33 床） 

平成17年 10月 放射線科 第１病棟撮影室・MRI 室改修（MRI 新規入替） 

平成 19 年 4 月 
病棟再編 病床数 一般 310 床 感染症 2 床 計 312 床 

（療養型病床廃止・2-1 病棟用途変更） 

312 床 
平成 22 年 4 月 愛媛大学地域救急医療学講座サテライトセンター開設 

平成 24 年 9 月 病院改築事業着手 

平成 26 年 9 月 

八幡浜・大洲医療圏域病床再編 

病床数 一般 306 床 感染症 2 床 計 308 床 

（市立八幡浜総合病院の機能の一部を西予市立宇和病院へ移譲） 
308 床 

平成 27 年 4 月 病院改築第Ⅰ期工事完成 

平成 27 年 5 月 病院改築第Ⅰ期工事完成に伴い一部供用開始 

平成 28 年 9 月 

医療施設耐震化臨時特例基金事業実施に伴い 32 床削減 

また、病院改築に合わせて不用な 20 床、合計 52 床削減 

病床数 一般 254 床 感染症 2 床 計 256 床 

256 床 

平成 28 年 9 月 

病院改築第Ⅱ期工事完成 

改築事業費 約 60 億円 医療機器等費用 約 16 億円 計約 76 億円 

延床面積 18,367 ㎡（キャノピー・駐輪場を含む） 

本館 延床面積 17,265 ㎡ 鉄筋コンクリート造 地上 6 階（免震構造） 

外来診療、病棟（256 床）、救急、手術、放射線、検査、ヘリポートなど 

別館 延床面積   934 ㎡ 鉄筋コンクリート造 地上 2 階（耐震構造） 

一次救急休日・夜間診療所、放射線被ばく医療施設、会議室など 

平成 28 年 9 月 開院式・内覧会 平成 28 年 9 月 25 日、供用開始 平成 28 年 9 月 26 日 

平成 29 年 3 月 正面駐車場・外構工事完成に伴い病院改築事業完了 

平成 30 年 3 月 
立体駐車場改修工事完成 

収容台数 181 台（地下 1 階 79 台 地上 1 階 102 台） 

令和元年 6 月 医師住宅Ｃ棟１棟改築 

令和 2 年 8 月 職員住宅ベルフルール新設落成 鉄骨造 3 階 12 戸 

令和 4 年 4 月 広島大学地域創生運動器再生医療講座開設 

令和 5 年 9 月 医師住宅Ｂ棟大規模改修 
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２ 病院の概要 

  病 院 名 市立八幡浜総合病院 

  所 在 地 八幡浜市大平 1番耕地６３８番地 

  開  設 昭和３年１１月 

  病 床 数 ２５６床(一般２５４床、感染症２床) 

  診療科目 １７診療科 

内科・呼吸器科・循環器科・消化器科・小児科・外科・整形外科 

脳神経外科・皮膚科・泌尿器科・産婦人科・眼科・耳鼻咽喉科 

歯科口腔外科・リハビリテ－ション科・放射線科・麻酔科 

 

 

３ 基本理念 

八西地域における基幹的・中核病院として医療上の安心保障という役割を担っており、

①医療の質、②医療サービスの向上、③病院経営の効率化の３項目を基本理念に掲げ、

さらに次の５つの基本方針のもと、地域住民に信頼される病院に向けて鋭意努力してい

ます。 

〇安全で最適な医療を提供すべく、医の倫理に基づき、日々自己研鑽に努めます。 

〇患者さま一人ひとりが安心して良質の医療サービスを受けられるよう、患者さまの立

場で考え、行動すべく努力します。 

〇患者さまの人格、人権を尊重した医療の提供に努めます。 

〇患者さまが医療に関して自己決定ができるよう十分な情報提供に努めます。 

〇基幹病院として永続的に使命を担えるよう、効率よい病院運営に向けて努力します。 

 

 

４ 新病院の完成について 

平成２４年９月から病院改築事業に着手し、平成２９年３月末に新病院が完成しまし

た。新病院の完成により、高度な医療の提供や快適な入院、外来環境が確保できるとと

もに、地震、津波等災害時における災害拠点病院としての機能が強化されています。 
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第３章 八幡浜市の医療とそれを取り巻く状況 

 

１ 愛媛県地域医療構想（八幡浜・大洲構想区域） 

 愛媛県は医療法に基づき、平成２８年３月に地域医療構想を策定しています。地域医

療構想は、二次医療圏を基本とした構想区域ごとに令和７（２０２５）年の病床の機能

区分ごとの病床数の必要量とその達成に向けた病床の機能の分化及び連携の推進に関

する事項を定めるものであり、愛媛県内では６つの構想区域が設定され、八幡浜・大洲

構想区域には八幡浜市、大洲市、西予市、内子町、伊方町が含まれています。 

 八幡浜・大洲構想区域においては、令和７（２０２５）年において超過病床数が急性

期病床４２２床、不足病床数が高度急性期５９床、回復期４２７床、慢性期３床と推計

されています。 

 

■令和 7（2025）年における八幡浜・大洲構想区域の医療需要及び必要病床数推計値 

  高度急性期 急性期 回復期 慢性期 

医療需要病床数 44 379 624 408 

病床機能報告病床数 （Ａ） 

（2025 年 7 月 1 日時点予定） 
0 908 266 440 

必要病床数推計値 （Ｂ） 59 486 693 443 

過不足 （Ａ）-（Ｂ） △ 59 422 △ 427 △ 3 

出典：第 7次愛媛県地域保健医療計画 第 7章 地域医療構想 を加工 

 

 

２ 市立八幡浜総合病院の現状 

 

⑴ 患者数の状況 

  当院の患者数は入院・外来ともに地域の人口減少に伴って減少傾向にあり、特に令

和２年度は新型コロナウイルス感染症拡大の影響により大きく減少しました。令和３

年度は一転増加に転じましたが、令和４年度は減少に転じており、患者数はコロナ禍

前の水準にまで回復しておらず、依然厳しい状況が続いています。 

延 入院(人） 57,962 54,744 48,518 49,932 46,957

数 外来（人） 99,570 95,258 79,459 88,471 88,084

一日 入院(人） 159 150 133 137 129

平均 外来（人） 408 397 327 366 363

平成30年度 令和元年度 2年度 3年度 4年度

数

区 分

患

者

 

 

⑵ 患者居住地の状況 

当院の入院患者は、八幡浜市居住者の利用が６０％以上を占め、八幡浜・大洲構想
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区域を構成する市町で９８％以上を占めています。 

■入院患者（令和4年4月 から 令和5年3月分）

都道府県 二次医療圏 市町 実患者数 構成比 延患者数 構成比
八幡浜市 2,707 62.4% 31,971 64.2%
大洲市 221 5.1% 1,644 3.3%
西予市 412 9.5% 4,483 9.0%
内子町 81 1.9% 687 1.4%
伊方町 834 19.2% 10,325 20.7%

53 1.2% 443 0.9%
29 0.7% 243 0.5%

4,337 100.0% 49,796 100.0%
県外
計

愛媛県
八幡浜・大洲

その他圏域

 

 

当院の外来患者は、八幡浜市居住者の利用が７０％以上を占め、八幡浜・大洲構想

区域を構成する市町で９８％以上を占めています。 

■外来患者（令和4年4月 から 令和5年3月分）

都道府県 二次医療圏 市町 実患者数 構成比 延患者数 構成比
八幡浜市 38,304 71.0% 64,706 73.5%
大洲市 1,841 3.4% 2,291 2.6%
西予市 4,509 8.4% 7,586 8.6%
内子町 281 0.5% 326 0.4%
伊方町 8,054 14.9% 11,926 13.5%

620 1.1% 761 0.9%
338 0.6% 490 0.6%

53,947 100.0% 88,086 100.0%計

八幡浜・大洲

県外
その他圏域

愛媛県

  

 

⑶ 収支の状況 

  当院の医業収益については、令和２年度は新型コロナウイルス感染症拡大の影響に

より患者数が減少し大幅な減収となりましたが、令和３年度は患者数が増加に転じた

こと等により大幅な増収となりました。また、令和３年度は新型コロナウイルス感染

症患者に対する診療体制整備のための補助金が令和２年度に引き続き交付されたこ

ともあり、当期純利益も増益となった結果、長年の懸案であった繰越欠損金が解消さ

れ、未処分利益剰余金を計上することができ、令和４年度も引き続き当期純利益の黒

字を確保できています。 

当院の医業費用については、令和３年度は給食及び医事業務を直営化したことによ

り経費の委託料が減少した一方で、入院・外来収益の増加に伴い、薬品費や診療材料

費の材料費が増加しました。令和４年度は看護師処遇改善等による給与費の増、燃料

費高騰による光熱水費の増等により、医業費用が大幅に増加しており、今後も会計年

度任用職員の処遇改善等による給与費の増、物価高騰による光熱水費や材料費の増が

見込まれ、厳しい経営状況が続くと予想されます。 



 

 

- 10 - 

 

図表 1 収益的収入及び支出（平成 30年度～令和 4年度） 

収益的収入及び支出（税込） （単位：千円）

平成30年度 令和元度 令和2年度 令和3年度 令和4年度
決算 決算 決算 決算 決算

病院事業収益 4,881,898 4,754,685 5,323,722 5,549,414 5,537,046

医業収益 4,042,238 3,902,935 3,674,364 3,972,363 3,992,747

入院収益 2,551,265 2,410,590 2,290,198 2,491,691 2,480,802

外来収益 1,173,982 1,176,136 1,096,202 1,210,551 1,244,161

その他 316,991 316,209 287,964 270,121 267,784

うち他会計負担金 150,377 146,345 152,511 124,089 127,063

医業外収益 839,660 851,750 1,649,358 1,577,051 1,544,299

国県補助金 766,720 723,488 652,769

その他補助金 11,676 11,878 11,575 11,702 11,504

一般会計繰入金 400,652 388,115 337,619 337,030 337,931

長期前受金戻入 343,875 355,830 438,114 380,685 439,067

その他医業外収益 83,457 95,927 95,330 124,146 103,028

特別利益

病院事業費用 4,794,519 4,725,026 4,674,680 4,738,457 4,860,520

医業費用 4,679,824 4,615,925 4,532,186 4,597,763 4,738,025

給与費 2,454,971 2,477,015 2,437,414 2,459,020 2,550,292

うち退職給与金 (146,952) (154,275) (271,737) (141,055) (84,992)

材料費 827,206 783,034 787,438 927,383 930,325

経費 838,502 823,655 805,769 678,560 760,847

減価償却費 532,141 507,229 483,498 511,834 471,032

研究研修費 14,669 12,658 5,300 7,073 9,079

その他 12,335 12,334 12,767 13,893 16,450

医業外費用 114,695 109,101 142,494 140,694 122,495

支払利息及び債権取扱諸費 31,623 31,099 30,656 30,108 28,639

長期前払消費税償却 27,459 28,507 30,218 33,706 25,400

その他医業外費用 55,613 49,495 81,620 76,880 68,456

特別損失

収益的収支差引 87,379 29,659 649,042 810,957 676,526

当年度経常利益（税抜） 86,940 28,476 646,121 811,536 676,795

当年度純利益（税抜） 86,940 28,476 646,121 811,536 676,795
△ 1,050,063 △ 1,021,587 △ 375,466 436,070 676,795繰越利益剰余金（税抜）

区分

 

 

 

３ 八幡浜市の医療にかかる将来推計 

 

⑴ 将来推計人口 

国立社会保障・人口問題研究所（平成３０（２０１８）年３月推計）によると、八

幡浜市の将来推計人口は、総人口は減少傾向にあり、生産年齢人口（１５～６４歳）

の急激な減少に比べ、高齢者人口（６５歳以上）は緩やかに減少していき、２０３０

年を境に高齢者人口が生産年齢人口を上回る見込みとなっています。 

また、後期高齢者人口（７５歳以上）は２０２５年まで増加傾向にあり、２０２５

年をピークに２０３０年まで緩やかに減少し、２０３０年以降は減少傾向にあります。 

生産年齢人口が大きく減少することにより医療従事者の確保が困難となるほか、医

療需要の高い高齢者の人口割合が増加することに伴う医療費の増大と医療資源の逼

迫が懸念されます。 
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図表 2 八幡浜市の将来推計人口（人） 

2020年 2025年 2030年 2035年 2040年 2045年
年少人口（0～14歳） 3,055 2,359 1,921 1,575 1,308 1,077
生産年齢人口1（15～39歳） 5,240 4,493 3,771 3,131 2,566 2,109
生産年齢人口2（40～64歳） 10,385 8,980 7,809 6,626 5,430 4,569
高齢者人口（65～74歳） 5,935 4,972 4,201 3,845 3,660 3,135
後期高齢者人口（75歳以上） 7,159 7,541 7,498 7,044 6,435 5,883
総人口 31,987 28,345 25,200 22,221 19,399 16,773
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出典：2020年 国勢調査（2020年の総人口には年齢不詳も含みます。） 

2025年～2045年 国立社会保障・人口問題研究所（2018年 3月推計）を加工 

 

⑵ 医療介護需要予測 

八幡浜市における医療介護需要については、医療需要は２０２０年以降一貫して下

落傾向にありますが、介護需要は２０２５年まで上昇し、２０２５年をピークにその

後２０３０年まで緩やかに減少を続け、２０３０年以降は医療需要と同程度の下落傾

向にあります。 
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図表 3 八幡浜市の医療介護需要予測指数（2020年実績＝100） 

 

出典：日本医師会 地域医療情報サイト（http://jmap.jp/） 

 

⑶ 入院・外来の患者推計 

  地域の人口減少に伴い、八幡浜市内の患者数は入院・外来ともに減少が見込まれま

す。入院患者のうち、在院日数の長期化が見込まれる後期高齢者（７５歳以上）の患

者数は、２０２５年まで増加傾向にあり、２０３０年までほぼ横ばいで推移し、２０

３０年以降下落傾向にあります。 

 図表 4 八幡浜市における将来推計入院患者数（1日あたり） 図表 5 八幡浜市における将来推計外来患者数（1日あたり：病院のみ） 

   八幡浜市の人口×愛媛県の入院受療率（令和 2 年患者調査より）       八幡浜市の人口×愛媛県の病院のみの外来受療率（令和 2 年患者調査より） 

医療需要 

介護需要 
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 図表 6 八幡浜市における将来推計入院患者数（1日あたり） 図表 7 八幡浜市における将来推計外来患者数（1日あたり：病院のみ） 

 

   八幡浜市の人口×愛媛県の入院受療率（令和 2 年患者調査より）       八幡浜市の人口×愛媛県の病院のみの外来受療率（令和 2 年患者調査より） 

 

 

第４章 経営強化プランの内容 
 

１ 役割・機能の最適化と連携の強化 

 

⑴ 地域医療構想等を踏まえた当院の果たすべき役割・機能 

地域の診療所・病院では提供しがたい高度医療や救急医療等の政策医療の提供、地

域の後方支援病院としての役割等、八西地域の中核病院として当院が今後果たすべき

役割は、次のとおりとします。 

ア 八西地域の中核病院としての医療体制の充実 

通常医療及び救急医療における二次医療機関としての機能を充実し、八西地域

において高度な医療機器を備えた中核病院として、安全で信頼される医療を提供

します。 

イ 救急医療体制の充実 

初期救急医療機関及び三次救急医療機関等との連携をとりながら、八西地域での

二次救急医療機関として、この医療圏域で完結すべきレベルの二次医療が適正に提

供できる体制を整備します。また、小児救急医療については、八幡浜・大洲圏域で

小児科医の常駐する唯一の二次救急医療機関であり、この体制の維持に努めます。 

ウ 地域医療機関等との連携 

外来から入院、退院後のフォローまで連続性のある医療を提供するために、紹介

制度の推進、地域連携クリティカルパスの導入を検討するなど、かかりつけ医、初

期救急医療機関である地域の診療所や八幡浜地区施設事務組合一次救急休日・夜間
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診療所、三次救急医療機関である市立宇和島病院や愛媛県立中央病院等との医療連

携を推進し、機能役割分担を図ります。 

また、医師の確保が難しい現状に鑑み、大洲市や宇和島市、更には松山市等の

病院との連携についても検討していきます。 

エ 災害拠点病院、原子力災害拠点病院としての役割 

近い将来に発生が予想される南海トラフ巨大地震等の災害に対応できる災害拠 

点病院、及び原子力災害に対応するための原子力災害拠点病院としての機能を充実

します。 

オ 診療科目の充実、政策医療機能の確保 

八西地域の中核病院として診療科目の充実を図るとともに、感染症、難病等の政

策医療を確保します。また、疾病予防のための健診機能や人間ドック機能を充実し

ます。 

 

⑵ 地域包括ケアシステムの構築に向けて果たすべき役割・機能 

国は地域包括ケアシステムについて、医療介護総合確保推進法第２条第１項にお

いて、「地域の実情に応じて、高齢者が、可能な限り、住み慣れた地域でその有する

能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、医療、介護、介護予防、住

まい及び自立した日常生活の支援が包括的に確保される体制」と規定しており、２

０２５(令和７)年を目途に、高齢者の尊厳の保持と自立生活の支援を目的として、地

域の包括的な支援・サービス提供体制（地域包括ケアシステム）の構築を推進して

います。 

地域包括ケアシステムにおいては、在宅から病院、病院から在宅または介護施設

へのスムーズな流れを確立し、ヘルパーやケースワーカー、医師や看護師、リハビ

リスタッフ、メディカルソーシャルワーカーなど多くの専門職が関わりを持つとと

もに、自宅で暮らす高齢者に多くの専門職が関わりながら、多くの高齢者は自宅や

施設で最期を迎えることを想定されています。 

これらの事を踏まえ、当院の役割は次のとおりとします。 

ア 在宅医療に関する果たすべき役割 

医師会や訪問看護ステーションなどと協力しながら、在宅診療を充実させるよう

努めます。また、急変時の対応等についても医師会と協力しサポートする仕組みを

検討します。 

イ 医療・介護との連携における役割 

在宅から病院、病院から在宅または介護施設へスムーズな流れを作るには、公立

病院が医療、介護のハブ拠点となる必要があります。 

医療・介護・福祉・健康との連携の中心的な役割を果たすよう努めます。 

ウ 地域包括ケア病棟の運用 

地域における回復期病床の不足に対して、令和９年度を目途に地域包括ケア病棟
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の運用開始を検討し、急性期医療経過後の患者の在宅復帰の支援及び在宅療養患者

の緊急時の受入れ等、地域包括ケアシステムを支える役割を果たすよう努めます。 

 

⑶ 機能分化・連携強化の取組 

八幡浜・大洲二次医療圏には、当院、市立大洲病院、西予市立西予市民病院、西予

市立野村病院の４病院が所在していますが、消防や地理的な条件等があり、八西地区、

大洲喜多地区、西予地区で圏域が３分されています。救急についても同様で、八西地

区においては、救急告示病院は当院のみです。 

ア 急性期を中心とした質の高い医療を提供する役割 

   当院は八西地区において、高度な先進医療機器を備えた唯一の二次救急指定病院

であることから、引き続き、急性期を中心とした医療を行いつつ、全国レベルの医

療の質を保ち、可能な限り当院で完結できる医療を目指します。高度急性期医療に

ついては、愛媛大学医学部附属病院、愛媛県立中央病院、市立宇和島病院などと連

携をしていきます。 

イ 病院群輪番制の二次救急医療を担う救急告示病院としての役割 

平成２１年度から南予地方局八幡浜支局に設置された八幡浜・大洲圏域医療対策

協議会において、平成２４年４月から八幡浜・大洲喜多地区で広域二次救急の輪番

制が開始され、令和元年６月から週４日の運用を行っています。これからも運用方

法を検討しながら広域二次救急輪番制を維持・継続し、医師の負担軽減を目指しま

す。 

ウ へき地医療拠点病院として、離島及びへき地診療所に対する診療支援を行う役割 

   当院は、八幡浜市内唯一の有人島である大島や愛媛県最西端の佐田岬半島といっ

た八西地域におけるへき地診療の後方支援病院としても重要な役割を担っており、

離島及びへき地診療所への医師派遣及び代診医派遣を行っています。今後も地域に

住む住民の安心・安全のため、へき地医療拠点病院としての役割を果たしていきま

す。 

エ 病床利用率の改善に向けた取組 

   病診連携、施設等との連携を進め、医療機能に見合った急性期患者を中心に受入

れることにより、診療単価、診療収入の増大を図ります。 

   急性期病床数については、人口動態、高齢化率及び推計患者数等を勘案し、現状

維持の方向で検討します。 

   また、令和９年度を目途に、現在休床中の急性期病床４２床を転換して、地域包

括ケアシステムを支える役割を担う地域包括ケア病棟の運用開始を検討します。 

 

⑷ 医療機能や医療の質、連携の強化等に係る数値目標 

医療機能等の向上のため数値目標を次のとおり設定します。 

○医療機能に係る数値目標 
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項 目 
４年度 

実績 

５年度 

見込 
６年度 ７年度 ８年度 ９年度 備考 

救急外来患者数 3,037 3,428 2,800 2,800 2,800 2,800 （人） 

救急車受入件数 1,687 1,705 1,600 1,600 1,600 1600 （件） 

手術件数 852  842 825 825 825 825 （件） 

○医療の質、連携の強化等に係る数値目標 

項 目 
４年度 

実績 

５年度 

見込 
６年度 ７年度 ８年度 ９年度 備考 

紹介率 38.6 36.1 40 以上 40 以上 40 以上 40 以上 （％） 

逆紹介率 48.9 48.4 60 以上 60 以上 60 以上 60 以上 （‰） 

 

⑸ 一般会計における経費負担の考え方 

病院事業に対する一般会計の負担は、病院事業における繰出基準（総務副大臣通知）

を基本とします。項目別の一般会計負担についての基準、本市の考え方及び令和５年

度の見込額は次のとおりです。 

 

項  目 繰出基準（総務副大臣通知） 本市の考え方 

5年度 

見込額 

（千円） 

収
益
的
収
支
繰
入 

医
業
収
益 

救急医療の確保

に要する経費 

 救急病院等を定める省令第2条の規定

により告示された救急病院における医

師等の待機及び空床の確保等救急医療

の確保に必要な経費に相当する額 

・医師等の待機

に係る経費 

・空床確保（4

床分）の経費 

 

134,435 

保健衛生行政事

務に要する経費 

 集団検診、医療相談等に要する経費の

うち、これに伴う収入をもって充てるこ

とができないと認められるものに相当

する額 

地域医療連携

業務に要する

経費の一部（職

員人件費） 

23,482 

医
業
外
収
益 

病院の建設改良

に要する経費

（利息） 

 病院の企業債元利償還金のうち、その

経営に伴う収入をもって充てることが

できないと認められるものに相当する

額（利息分） 

「元利償還金の１／２（平成 14 年度ま

でに着手した事業については２／３）を

基準とする」 

・基準に同じ 

・新病院整備に

係るものは全

部 

26,527 

不採算地区に所

在する中核的な

病院の機能の維

持に要する経費 

不採算地区に所在する中核的な病院

の機能を維持するために特に必要とな

る経費のうち、その経営に伴う収入をも

って充てることができないと認められ

るものに相当する額 

・災害拠点とし

ての機能維持

に要する経費 

・非常勤医師の

給与に係る割

60,320 
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高経費 

感染症医療に要

する経費 

感染症病床の確保に要する経費のう

ち、これに伴う収入をもって充てること

ができないと認められるものに相当す

る額 

基準に同じ 7,353 

リハビリテーシ

ョン医療に要す

る経費 

 リハビリテーション医療の実施に要

する経費のうち、これに伴う収入をもっ

て充てることができないと認められる

ものに相当する額 

基準に同じ 19,380 

周産期医療に要

する経費 

 周産期医療の実施に要する経費のう

ち、これに伴う収入をもって充てること

ができないと認められるものに相当す

る額 

基準に同じ ― 

小児医療に要す

る経費 

 小児医療の実施に要する経費のうち、

これに伴う収入をもって充てることが

できないと認められるものに相当する

額 

基準に同じ 2,624 

収
益
的
収
支
繰
入 

医
業
外
収
益 

高度医療に要す

る経費 

 高度な医療の実施に要する経費のう

ち、これに伴う収入をもって充てること

ができないと認められるものに相当す

る額 

基準に同じ 79,605 

医師及び看護師

等の研究研修に

要する経費 

 医師及び看護師等の研究研修に要す

る経費の１／２ 
基準に同じ 44,825 

病院事業会計に

係る共済追加費

用の負担に要す

る経費 

 当該年度の 4月 1日現在の職員数が地

方公務員等共済組合法の長期給付等に

関する施行法の施行の日における職員

数と比して著しく増加している病院事

業会計に係る共済追加費用の負担額の

一部 

基準に同じ ― 

医師等の派遣を

受けることに要

する経費 

公立病院において医師等の派遣を受け

ることに要する経費 
基準に同じ 6,775 

基礎年金拠出金

に係る公的負担

に要する経費 

基礎年金拠出金に係る公的負担額 基準に同じ ― 

児童手当に要す

る経費 

児童手当の給付に要する経費 

 ア 3 歳に満たない児童に係る給付に

要する経費の 15分の 8 

 イ 3 歳以上中学校修了前の児童に係

る給付に要する経費 

 ウ 児童手当法附則第 2条に規定する

給付に要する経費 

基準に同じ 9,400 
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退職給与金に要 

する経費 
 

退職給与金の 

うち、病院事業

会計と一般会

計を勤務した

者の年数によ

り按分 

― 

資
本
的
収
支
繰
入 

負
担
金 

病院の建設改良

に要する経費

（元金） 

 病院の企業債元利償還金のうち、その

経営に伴う収入をもって充てることが

できないと認められるものに相当する

額（元金分） 

「元利償還金の１／２（平成 14 年度ま

でに着手した事業については２／３）を

基準とする」 

・基準に同じ 

・新病院整備に

係るものは全

部 

320,885 

病院の建設改良

に要する経費

（建設改良費） 

 病院の建設改良費のうち、その経営に

伴う収入をもって充てることができな

いと認められるものに相当する額 

「建設改良費の１／２を基準とする」 

基準に同じ ― 

 

⑹ 住民の理解のための取組 

当院の機能や役割に対する住民の理解を促進するため、地域住民に対し、当院が提

供する医療内容や当地域の医療介護の現状を行政と協力して、市広報誌やホームペー

ジ等の活用により積極的に情報発信していきます。あわせて、救急医療の知識やかか

りつけ医を持つことの推進を含めた地域医療連携の推進などについて、広報や啓発を

行います。 

また、「市民公開講座」など住民参加型のイベントを通じて地域住民に愛される病院

を目指すとともに、医師や認定看護師等を活用し、病院を地域住民の健康管理・介護

予防に役立てます。 

 

 

２ 医師・看護師等の確保と働き方改革 

 

⑴ 医師・看護師等の確保 

医師の確保については、愛媛大学や山口大学、広島大学の医局からの医師派遣と、

愛媛県からの自治医科大学卒業医師の派遣のほか、愛媛大学及び広島大学による寄附

講座の設置について、今後も継続を要請していきます。 

内科、脳神経外科、産婦人科等、不足している医師については、愛媛大学へ要請を

行うとともに民間医師求人会社へ積極的に働きかけます。 
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医師の住環境を改善し、将来にわたる医師の確保を図るため、医師住宅Ａ棟の一体

整備（新Ａ棟建築、現Ａ棟解体及び外構整備）を行います。 

大学医局からの継続的な外科系医師の派遣を図るため、先進の高度医療を推進し、

手術支援ロボットの導入を検討します。 

看護師の確保については、平成２２年度から導入した看護師等修学資金貸与制度を

活用してもらうよう看護師養成学校等に積極的に要請を行っていきます。また、看護

師を目指す学生の実習を受け入れ、看護師育成に積極的に取り組みます。 

薬剤師不足を解消するため、令和５年度に新たに創設した奨学金返済支援制度を活

用し、令和６年度以降採用される薬剤師に対して奨学金の返済を支援することにより、

薬剤師の確保に努めます。 

看護師等の職員住宅については、令和２年８月末に職員住宅１棟が竣工しましたが、

現在の戸数では入居希望者数に対して不足することから、看護師等の住環境を整備す

ることにより、医療職の確保・定着を図るとともに、更なる医療体制の充実を図るた

め、２棟目の職員住宅の整備を検討します。 

 

⑵ 臨床研修医の受入等を通じた若手医師の確保 

  医師の養成をしなければ、若手医師の確保にはつながらないことから、当院では、

医師を目指す学生の実習や、臨床研修医の地域医療実習の協力病院、専門医研修の協

力施設として医師の育成に積極的に取り組みます。 

  また、手術支援ロボットの導入を検討し、研修医や外科系の若手医師の確保を図り

ます。 

 

⑶ 医師の働き方改革への対応 

当院の診療体制及び当直体制に必要な常勤医を確保します。また、医師の業務につ

いては医師しかできない業務に特化し、タスクシフト・シェアの推進により役割分担

を見直すことで他の職種で可能な業務については医師が行わない、医師の負担軽減と

なる体制の構築に努めます。 

夜間及び土曜日・日曜日の救急体制については、八幡浜・大洲圏域で広域二次救急

輪番制を維持・継続し、医師の負担を軽減することで持続可能性のある救急体制の構

築を目指します。 

 

 

３ 経営形態の見直し 

当院は地方公営企業法の一部適用で運営しており、現状では黒字となっています。当

院では経営強化プランの対象期間においても、奨学金制度等による人材確保や市からの

財政支援のもとで経営改善を堅実に進めれば、現状の地方公営企業法一部適用による病

院運営で経常黒字化できると判断しています。ただし、経常黒字化する数値目標の達成
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が困難と判断される場合には、公立病院としての役割を担うとともに継続可能な病院経

営を確立するために、地方独立行政法人化、地方公営企業法の全部適用、指定管理者制

度の導入など、経営形態移行に向けた協議・検討を進めていきたいと考えています。 

 

経営形態の概要 

項  目 
地方公営企業法

（一部適用） 

地方公営企業法   

（全部適用） 

地方独立行政法人 

（非公務員型） 
指定管理者制度 

根拠法令 
地方公営企業法 

（財務のみ） 
地方公営企業法 地方独立行政法人法 地方自治法 

経営責任 

不明確（基本的に

は開設者である市

長に帰属） 

明確（事業管理者） 明確 

指定管理者は、委託

条件の範囲内での

責任 

組織・体制・

職員採用等に

係る権限 

市長 事業管理者 法人の長 

指定管理者は、委託

条件の範囲内での

責任 

基本的には市長 

職員の身分 

地方公務員（自治

体職員） 

市長が任命        

定数は条例で規定 

地方公務員（企業

職員） 

管理者が任命 

定数は条例で規定 

公務員でない 

法人職員 
指定管理者の職員 

職員の給与 
人事院勧告に基づ

く 

経営状況により決

定可能 
法人独自で決定 

指定管理者が独自

で決定 

予算 

市長が原案作成、

調製             

議決が必要 

管理者が原案作成       

市長が調製         

議決が必要 

独立行政法人が編成    

議決不要 

指定管理者が編成    

議決不要 

一般会計から

の支援 
繰入金 繰入金 交付金 委託料 

 

 

４ 新興感染症の感染拡大時等に備えた平時からの取組 

 

⑴ 新興感染症の感染拡大時に活用しやすい病床等の整備 

当院は第２種感染症指定医療機関であり、新型コロナウイルス感染症対策として感

染第２波に備え、令和２年６月までに３階病棟に既設の感染症病床２床に加えて、完

全な隔離ができる病棟を新たに確保する等の医療体制を整備してきました。これらの

病床は、一般病床とゾーニングすることで、他の患者との接触を防ぎ、院内感染を防
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止することができます。これまでも、３階病棟で新型コロナウイルス感染患者や疑似

症患者の受入れを行ってきたことから、今後の新興感染症の感染拡大時についても、

同様に対応が可能と考えています。 

また、令和５年度までに、病棟のある３階から５階の各階に陰圧病床２床ずつを追

加で整備しており、３階病棟での感染症患者の受入れが難しい状況下でも、一般病床

において新興感染症に対応できる体制を整備しています。 

 

⑵ 感染拡大時における地域医療機関との連携・感染防護具等の備蓄等 

  当院では感染対策向上加算 2 の届出をしており、新興感染症の感染拡大時に備え、

感染対策向上加算 1の届出をしている医療機関との連携を密にするほか、平時より専

門人材の確保・育成、感染防護具等の備蓄を行っていきます。 

 

⑶ 院内感染対策の徹底・クラスター発生時の対応方針の共有等 

  感染対策委員会を中心として、平時から院内感染対策の徹底、クラスター発生時の

対応方針の共有、感染対策マニュアルの整備に取り組んでいきます。 

 

 

５ 施設・設備の最適化 

 

⑴ 施設・設備の適正管理と整備費の抑制 

平成２９年３月に新病院が完成しており、施設・設備については次のとおり管理し

ていきます。 

  高額な医療機器であるＣＴ、ＭＲＩ、血管造影装置については、購入後１５年を目

途に更新を検討します。また、より高度で低侵襲な手術を推進するため、本プランの

計画期間内に手術支援ロボットの導入を検討し、更なる高度医療の充実を図ります。

その他の古くなった医療機器等は順次更新し、医療の質の向上を図ります。 

病院本館については、改築後１５年から２０年を目途に大規模改修を検討します。

それまでの間、不具合のあった箇所については最小限の修繕で対応していきます。 

医師住宅については、令和５年９月に医師住宅Ｂ棟の大規模改修が完了しており、

現在、令和７年度中ごろの完成を目指して医師住宅Ａ棟の一体整備（新Ａ棟建築、現

Ａ棟解体及び外構整備）を進めています。 

看護師等の職員住宅については、医療職の確保・定着を図るとともに、更なる医療

体制の充実を図るため、本プランの計画期間内に２棟目の職員住宅建設に向けての協

議を開始します。 

 

⑵ デジタル化への対応 

  当院はデジタル技術の活用を推進し、業務の効率化及び患者の利便性向上を図りま



 

 

- 22 - 

 

す。 

①令和４年度までに当院で整備している主なデジタル化 

 ア 電子カルテ 

  イ 地域医療情報連携ネットワークシステム（iD-LINK） 

  ウ マイナンバーカードの健康保険証利用（オンライン資格確認） 

  エ 入院患者と家族のオンライン面会 

  オ 出退勤管理システムの導入 

  カ 情報セキュリティ対策 

②令和５年度に当院で整備する主なデジタル化 

ア 急性期医療連携ネットワークシステム整備事業 

  イ 電子処方箋システム構築事業 

ウ 自動精算機・会計案内表示システム構築事業 

  エ 地域医療情報連携ネットワークシステム（iD-LINK）改修事業 

  オ 院内 Wifiネットワーク設置事業 

③今後の方針 

  ア 医療ＤＸ導入の推進 

医療現場に必要なデジタル技術を導入して、医師や看護師の業務負荷を軽減し、

医療の質の向上を図ります。 

  イ 医療情報の共有化 

急性期医療連携ネットワークや地域医療情報連携ネットワーク等による他の医

療機関との医療情報の共有を推進し、迅速かつ適切な医療の提供を図ります。 

  ウ セキュリティの強化 

   患者の個人情報を取り扱うため、医療ＤＸの導入に伴い、情報セキュリティのさ

らなる強化を図ります。       

   

 

６ 経営の効率化等 

 

⑴ 経営指標に係る数値目標 

経営効率化に向けた数値目標を次のとおり設定します。 

○経費削減に係る数値目標 

項 目 
４年度 

実績 

５年度 

見込 
６年度 ７年度 ８年度 ９年度 備考 

職員給与費 2,537  2,562  2,588  2,614 2,640 2,666 
(百万円) 

材料費 846  810  905  907  905  904 
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○収入確保に係る数値目標 

項 目 
４年度 

実績 

５年度 

見込 
６年度 ７年度 ８年度 ９年度 備考 

入院患者数 128.6  129.8  127.3  126.7  126.0 125.4 (1日当り) 

外来患者数 362.5 365.3  358.9  357.1  355.3  353.5 (1日当り) 

入院単価 52,831 51,848  54,107  54,756  55,000 55,000 (円) 

外来単価 14,125 13,858 15,500  15,500 15,500 15,500 (円) 

在院日数 16.6 16.5 16.3 16.2 16.1 15.9 (日) 

○経営の安定性に係る数値目標 

項 目 
４年度 

実績 

５年度 

見込 
６年度 ７年度 ８年度 ９年度 備考 

常勤医師数 26 26 26  26  26 26 (人) 

純資産の額 3,784 3,769 3,601  3,634  3,622  3,615 (百万円) 

現金保有残高 4,099  4,301 3,916  3,949  3,937 3,930 (百万円) 

 

⑵ 経常収支比率及び修正医業収支比率に係る目標 

経常収支比率及び修正医業収支比率に係る数値目標を次のとおり設定します。 

○収入改善に係る数値目標 

項 目 
４年度 

実績 

５年度 

見込 
６年度 ７年度 ８年度 ９年度 備考 

経常収支比率 114.0 102.3 100.7 100.7 100.4 100.3 

（％） 医業収支比率 86.8 85.3  87.6  87.7 88.6 88.7 

修正医業収支比率 84.1  82.3  84.8  84.9 85.7 85.8 

 

⑶ 数値目標達成に向けての具体的な取組 

事業規模・形態の見直し 

平成 28年度に病棟再編、稼動病床数の見直し 

地域における回復期病床の不足に対して、令和 9年度を目途に

地域包括ケア病棟の運用開始を検討 

経費削減・抑制対策 

委託業務の見直し（令和 3年度から給食・医事業務を直営化） 

職務職階に応じた適正な給与体系・人件費の適正化 

人事評価制度の運用 

医療材料・医薬品の価格交渉 

在庫定数管理の徹底等による材料費等の削減 

収入増加・確保対策 
常勤医師の確保と医師の定着化 

看護師の確保と定着化 
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医療機能に見合った診療報酬の確保（患者１人１日当り診療収

入の増加） 

病診連携、施設等との連携による急性期患者比率の引上げ  

医療圏域内での救急患者対応の完結化 

その他 

医業未収金回収対策（令和元年度から弁護士法人へ過年度未収

金回収を委託） 

広報活動の充実 

業務改善活動の推進 

 

⑷ 経営強化プラン対象期間中の各年度の収支計画 

各年度の収支計画は、別表１のとおりです。 

 

 

第５章 経営強化プランの点検・評価・公表 

 

１ 点検・評価・公表について 

院内に設置している経営委員会で３ヶ月ごとに点検・評価を実施、さらに、有識者や

地域住民代表等による年１回の点検、評価を実施し、広報・ホームページ等により公表

します。 

 

 

２ 経営強化プランの改定 

経営強化プランに掲げた数値目標の達成が著しく困難である場合や、経営強化プラン

策定後に第８次医療計画の策定や地域医療構想の改定等により地域医療構想等と齟齬

が生じた場合などには、必要な見直しを行うものとします。 
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(別表１）
団体名
（病院名）

１．収支計画　（収益的収支） (単位：百万円、％)

　　 年 度

 区 分

１. ａ 3,959 3,980 3,905 4,124 4,132 4,123 4,119

(1) 3,702 3,725 3,625 3,866 3,872 3,862 3,856

(2) 257 255 280 258 260 261 263

124 127 135 135 135 135 135

２. 1,567 1,535 997 832 824 764 748

(1) 337 338 280 279 278 278 277

(2) 723 653 173 0 0 0 0

(3) 381 439 443 452 445 385 370

(4) 126 105 101 101 101 101 101

(A) 5,526 5,515 4,902 4,956 4,956 4,887 4,867

１. ｂ 4,452 4,584 4,580 4,705 4,709 4,654 4,642

(1) ｃ 2,446 2,537 2,562 2,588 2,614 2,640 2,666

(2) 844 846 810 905 907 905 904

(3) 618 693 690 686 683 679 676

(4) 512 471 479 487 466 391 357

(5) 32 37 39 39 39 39 39

２. 262 254 211 215 214 212 211

(1) 30 29 28 32 31 29 28

(2) 232 225 183 183 183 183 183

(B) 4,714 4,838 4,791 4,920 4,923 4,866 4,853

経 　常 　損 　益 　(A)－(B) (C) 812 677 111 36 33 21 14

１. (D) 0 0 0 0 0 0 0

２. (E) 0 0 0 0 132 0 0

特　別　損　益　(D)－(E) (F) 0 0 0 0 ▲ 132 0 0

812 677 111 36 ▲ 99 21 14

(G) 0 0 0 0 0 0 0

(ｱ) 4,487 5,175 5,188 4,992 5,025 5,013 5,006

(ｲ) 878 943 908 954 968 859 854

　 0 0 0 0 0 0 0

(ｳ) 0 0 0 0 0 0 0

(Ａ)

（Ｂ）

(ｵ)

ａ

ａ

ｂ

ａ-他会計繰入金

ｂ

c

a

(H)
ａ ▲ 97.9 ▲ 98.2 ▲ 100.8 ▲ 100.8

▲ 4,038 ▲ 4,057 ▲ 4,154 ▲ 4,152

資 金 不 足 比 率 ×100 ▲ 91.2 ▲ 106.3 ▲ 109.6

62.8 63.3 64.0 64.7

地方財政法施行令第15条第１項

により算定した資金の不足額 (H) ▲ 3,609 ▲ 4,232 ▲ 4,280

87.6 87.7 88.6 88.7

職 員 給 与 費 対 医 業 収 益 比 率 ×100 61.8 63.7 65.6

▲ 97.9 ▲ 98.2 ▲ 100.8 ▲ 100.8

医 業 収 支 比 率 ×100 88.9 86.8 85.3

100.7 100.7 100.4 100.3

不 良 債 務 比 率 ×100 ▲ 91.2 ▲ 106.3 ▲ 109.6

▲ 4,038 ▲ 4,057 ▲ 4,154 ▲ 4,152
｛ ( ｲ )-( ｴ ) ｝ -{( ｱ )-( ｳ )}

経 常 収 支 比 率 ×100 117.2 114.0 102.3

0 0
又 は 未 発 行 の 額

差引
不 良 債 務

(ｵ) ▲ 3,609 ▲ 4,232 ▲ 4,280

0 0 0 0 0

累 積 欠 損 金

不
 

良
 

債
 

務

流 動 資 産

流 動 負 債

う ち 一 時 借 入 金

翌 年 度 繰 越 財 源

当 年 度 同 意 等 債 で 未 借 入
(ｴ)

そ の 他

経 常 費 用

特
別
損

益

特 別 利 益

特 別 損 失

純 損 益 (C)＋(F)

経 常 収 益

支
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

出

医 業 費 用

職 員 給 与 費

材 料 費

経 費

減 価 償 却 費

そ の 他

医 業 外 費 用

支 払 利 息

収
 
 
 
 
 
 
 
 

入

医 業 収 益

料 金 収 入

そ の 他

う ち 他 会 計 負 担 金

医 業 外 収 益

他 会 計 負 担 金 ・ 補 助 金

国 ( 県 ) 補 助 金

長 期 前 受 金 戻 入

そ の 他

八幡浜市
（市立八幡浜総合病院）

令和3年度
(実績)

令和4年度
(実績)

令和5年度
(見込)

令和6年度 令和7年度 令和8年度 令和9年度

84.8 84.9 85.7 85.8修 正 医 業 収 支 比 率 ×100 86.1 84.1 82.3
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団体名
（病院名）

２．収支計画（資本的収支） (単位：百万円、％)

　　 年 度

 区 分

１. 123 232 910 173 90 90 90

２. 0 0 0 0 0 0 0

３. 218 306 321 344 352 298 288

４. 0 0 0 0 0 0 0

５. 0 0 0 0 0 0 0

６. 29 0 9 0 0 0 0

７. 11 3 1 1 1 1 1

(a) 381 541 1,241 518 443 389 379

(c) 0 0 0 0 0 0 0

純計(a)－{(b)＋(c)} (A) 381 541 1,241 518 443 389 379

１. 160 237 920 173 90 90 90

２. 362 416 455 500 514 405 400

３. 0 0 0 0 0 0 0

４. 30 31 33 33 33 33 33

(B) 552 684 1,408 706 637 528 523

差　引　不　足　額　(B)－(A) (C) 171 143 167 188 194 139 144

１. 171 143 167 188 194 139 144

２. 0 0 0 0 0 0 0

３. 0 0 0 0 0 0 0

４. 0 0 0 0 0 0

(D) 171 143 167 188 194 139 144

補てん財源不足額　(C)－(D) (E) 0 0 0 0 0 0 0

(E)－(F) 0 0 0 0 0 0 0

３．一般会計等からの繰入金の見通し

(    79) (    78) (    54) (    53) (    52) (    52) (    51)

461 465 415 414 413 413 412

(    69) (    92) (    92) (    93) (    94) (    94) (    87)

218 306 321 345 352 298 288

(    148) (    170) (    146) (    146) (    146) (    146) (    138)

679 771 736 759 765 711 700

（注）
1
2

令和9年度

収 益 的 収 支

資 本 的 収 支

合　　　計

　（　）内はうち基準外繰入金額を記入すること。
　「基準外繰入金」とは、「地方公営企業繰出金について」（総務副大臣通知）に基づき他会計から公営企業会計へ繰り入れられる繰入金以外の繰入金をい

うものであること。

1．複数の病院を有する事業にあっては、合計表のほか、別途、病院ごとの計画を作成すること。
2．金額の単位は適宜変更することも可能。（例）千円単位。

(単位：百万円）

令和3年度(実績) 令和4年度(実績) 令和5年度(見込) 令和6年度 令和7年度 令和8年度

0 0 0 0
又 は 未 発 行 の 額

実 質 財 源 不 足 額

当 年 度 同 意 等 債 で 未 借 入
(F) 0 0 0

補
て
ん
財
源

損 益 勘 定 留 保 資 金

利 益 剰 余 金 処 分 額

繰 越 工 事 資 金

そ の 他

計

前年度許可債で 当年度借入分

支
　
　
出

建 設 改 良 費

企 業 債 償 還 金

他 会 計 長 期 借 入 金 返 還 金

そ の 他

支 出 計

0 0 0 0
支 出 の 財 源 充 当 額

収 入 計

う ち 翌 年 度 へ 繰 り 越 さ れ る
(b) 0 0 0

令和8年度 令和9年度

収
　
　
　
　
　
　
入

企 業 債

他 会 計 出 資 金

他 会 計 負 担 金

他 会 計 借 入 金

他 会 計 補 助 金

国 ( 県 ) 補 助 金

そ の 他

令和3年度
(実績)

令和4年度
(実績)

令和5年度
(見込)

令和6年度 令和7年度

八幡浜市
（市立八幡浜総合病院）
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